
本
日
の
資
料
の
位
置
づ
け
（
案
）

１
現
状
・
課
題
の
客
観
的
分
析
・
確
認
等

・
本
市

の
財

政
構

造
（
他

都
市

と
比

べ
て
全

体
的

に
歳

出
水
準

が
高

い
）

・
財
政

が
厳

し
く

な
っ
た

理
由

（
収

支
の
不

均
衡

→
負

担
の
先

送
り

→
将

来
負
担

の
増

大
）

・
国
の

義
務

付
け

の
な
い

歳
出

（
収

支
の
不

均
衡

の
一

因
）
に

は
何

が
あ

る
の
か

・
高
齢

者
人

口
の

増
加
，

そ
れ

を
支

え
る
生

産
年

齢
人

口
の
減

少
(
社

会
福

祉
の
増

大
・

持
続

困
難
の

一
因

)

・
中
期

財
政

収
支

見
通
し

と
今

後
必

要
な
改

革
規
模

２
対
策
の
方
向
性
（
第
２
回
会
議
以
降
，
５
回
に
分
け
て
議
論

）

①
歳

入

・
京

都
の

強
み

を
税
収

増
に

つ
な

げ
る
ま

ち
づ

く
り

・
課

税
自

主
権

の
更
な

る
活
用

・
保

有
資

産
の

総
点
検

と
更

な
る

活
用

な
ど

②
歳

出

・
国

の
義

務
付

け
の
な

い
歳

出
等

の
点
検

（
社

会
福
祉

施
策
，

他
会

計
繰

出
金
，

そ
の

他
の

事
業
）

・
効

果
的

な
投

資
事
業

の
推

進
と

公
共
施

設
の

総
量

の
縮
減

・
行

政
の

仕
事

の
あ
り

方
の

見
直

し
と
効

率
的

な
執

行
体
制

の
確
立

な
ど

資
料
６
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資
産
・
負
債
（
ス
ト
ッ
ク
面
）
の
点
検
の
対
象
と
視
点

１
市

債
残

高
や

将
来

負
担

比
率

等
の

状
況

収
支

バ
ラ

ン
ス

が
均
衡

し
な

い
要

因
と
な

っ
て

い
る

交
付
税

措
置

の
な

い
特
例

的
な

市
債

を
は
じ

め
と

す
る

負
債

（
将

来
負

担
）
の

状
況

［
他

都
市
比

較
］

・
他
都

市
並

へ
負

債
（
将

来
負

担
）

を
圧
縮

す
る

場
合

，
ど
の

よ
う

な
対

策
を
講

じ
る

必
要

が
あ
る

の
か

２
保

有
資

産
の

総
点

検
と

更
な

る
活

用

本
市

の
保

有
す

る
資
産

の
状
況

保
有

資
産

を
効

果
的
に

財
源

の
確

保
に
つ

な
げ

て
い

く
た
め

の
手

法
の

検
討

・
極
め

て
厳

し
い

財
政
状

況
の

下
，

あ
ら
ゆ

る
保

有
資

産
を
徹

底
的

に
活

用
し
，

し
っ

か
り

と
財
源

確
保

に
つ

な

げ
て

い
く

と
い

う
発
想

で
点

検
・

洗
い
出

し
を

進
め

て
い
く

必
要

が
あ

る

３
効

果
的

な
投

資
事

業
の

推
進

と
公

共
施

設
の

総
量

の
縮

減

中
長

期
的

な
視

点
に
立

っ
た

投
資

事
業
の

今
後

の
あ

り
方
と

水
準

新
型

コ
ロ

ナ
等

の
社
会

情
勢

の
変

化
も
踏

ま
え

た
公

共
施
設

等
の

総
量

の
縮
減

・
過
去

に
建

設
し

た
施
設

等
の

老
朽

化
対
策

費
の

増
加

が
見
込

ま
れ

る
一

方
で
，

極
め

て
厳

し
い
財

政
状

況
の

下
，

投
資

の
事

業
規

模
を
拡

大
さ

せ
る

こ
と
は

で
き

な
い

た
め
，

今
後

，
ど

の
よ
う

に
重

点
化

し
て
い

く
べ

き
か

・
公
共

施
設

に
つ

い
て
は

長
寿

命
化

・
更
新

を
前

提
と

せ
ず
，

社
会

情
勢

の
変
化

や
市

債
の

償
還
を

含
む

ト
ー

タ

ル
の

市
民

負
担

の
観
点

か
ら

，
統

廃
合
・

集
約

化
等

を
積
極

的
に

議
論

す
る
必

要
が

あ
る

の
で
は

な
い
か
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